
 1 『袖中抄』と類書

『
袖
中
抄
』
と
類
書

池　

田　

昌　

広

﹇
要
旨
﹈　

顕
昭
『
袖
中
抄
』
二
十
巻
は
一
種
の
歌
語
辞
典
と
い
う
べ
き
書
で
、
成
立
は
文
治
年
間
（
一
一
八
五
〜
一
一
八
九
）
ご
ろ

と
推
さ
れ
る
。
和
漢
に
わ
た
る
博
引
旁
証
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
け
れ
ど
、
類
書
か
ら
の
孫
引
き
も
多
い
。
小
論
は
顕
昭
が
利
用
し
た
類

書
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
か
れ
は
『
白
氏
六
帖
事
類
集
』
三
十
巻
と
、『
修
文
殿
御
覧
』

三
百
六
十
巻
と
を
併
用
し
た
と
の
結
論
に
い
た
っ
た
。
両
類
書
と
も
顕
昭
の
家
蔵
本
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
守
覚
法
親
王
の
蔵
書
を
借

覧
し
た
蓋
然
性
が
た
か
い
。
守
覚
は
仁
和
寺
第
六
代
御
室
を
つ
と
め
た
貴
人
、
顕
昭
は
そ
の
サ
ロ
ン
の
一
員
で
あ
っ
た
。

当
時
は
中
国
で
は
南
宋
の
前
半
に
あ
た
る
。
南
宋
は
江
南
の
豊
か
な
経
済
を
背
景
に
印
刷
出
版
が
拡
大
し
た
時
代
で
あ
る
。
た
だ

守
覚
の
蔵
し
た
『
白
氏
六
帖
』
は
刊
本
化
以
前
の
鈔
本
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
『
修
文
殿
御
覧
』
は
奈
良
時
代
か
ら
利
用
さ
れ
て

き
た
旧
来
の
類
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
宋
の
出
版
文
化
の
日
本
流
入
が
漸
次
的
で
あ
り
、
当
時
は
な
お
そ
の
途
上
で
あ
っ
た
一
証
と

考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
袖
中
抄
、
顕
昭
、
守
覚
法
親
王
、
白
氏
六
帖
、
修
文
殿
御
覧
。
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は
じ
め
に

顕
昭
『
袖
中
抄
』
二
十
巻
は
、
歌
学
者
と
し
て
著
名
な
、
か
れ
の
主
著
で
あ
る
。
二
百
九
十
八
項
に
わ
た
り
歌
語
を
注
解
し

た
歌
語
辞
典
と
い
う
べ
き
書
で
、成
立
は
文
治
年
間
（
一
一
八
五
〜
一
一
八
九
）
ご
ろ
と
推
さ
れ
る
。
別
稿
一
で
論
じ
た
よ
う
に
、

顕
昭
は
守
覚
法
親
王
（
一
一
五
〇
〜
一
二
〇
二
）
の
膨
大
な
蔵
書
を
利
用
し
『
袖
中
抄
』
を
撰
し
た
と
思
し
い
。
同
書
が
見
せ
た

和
漢
に
わ
た
る
博
引
傍
証
の
秘
密
の
一
端
が
分
か
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
。

守
覚
は
雅
仁
親
王
（
の
ち
の
後
白
河
院
）
の
第
二
子
に
し
て
、
一
一
六
九
年
か
ら
歿
す
る
ま
で
仁
和
寺
第
六
代
御
室
を
つ
と

め
た
貴
人
で
あ
る
。
顕
昭
は
守
覚
に
親
近
し
て
、
か
れ
の
た
め
に
多
く
の
和
歌
注
釈
書
を
著
し
た
。
守
覚
自
身
も
多
く
の
著
作
を

も
の
し
た
知
識
人
で
あ
り
、
仁
和
寺
文
化
圏
と
も
称
さ
れ
る
サ
ロ
ン
の
主
宰
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
地
位
と
好
学
と
は
当
時
有
数

の
文
庫
を
築
か
せ
た
だ
ろ
う
が
全
貌
は
詳
ら
か
で
な
い
。
整
備
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
蔵
書
目
録
は
、
歌
書
・
歌
学
書
を
著
録

し
た
「
古
蹟
歌
書
目
録
」
を
例
外
に
す
べ
て
散
佚
し
た
。

わ
た
し
の
関
心
は
守
覚
の
蔵
書
、
そ
れ
も
如
何
な
る
漢
籍
を
蔵
し
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
蔵
書
目
録
か
ら
の
復
元
が
望

め
な
い
い
ま
、
間
接
的
な
方
法
で
こ
れ
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
法
と
し
て
、
わ
た
し
は
『
袖
中
抄
』
に
注
目
し
た
。

同
書
に
は
守
覚
の
蔵
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
漢
籍
文
の
典
拠
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
の
状
況

証
拠
と
あ
わ
せ
、
守
覚
の
蔵
書
を
特
定
で
き
る
。
別
稿
一
で
論
じ
た
『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
の
引
用
は
そ
の
例
証
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

小
論
は
こ
の
趣
旨
の
も
と
、『
袖
中
抄
』
撰
述
に
利
用
さ
れ
た
類
書
を
特
定
し
、
守
覚
が
蔵
し
た
類
書
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
索
引
さ
え
な
い
当
時
に
あ
っ
て
、
注
釈
と
い
う
営
為
に
類
書
は
缺
か
せ
な
い
工
具
書
で
あ
っ
た
。
類
書
の

（
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分
類
項
目
を
手
掛
か
り
に
、
注
文
に
相
応
し
い
漢
籍
文
を
捜
索
す
る
の
だ
。『
袖
中
抄
』
も
こ
の
例
に
も
れ
な
い
。
い
く
ら
か
の

漢
籍
の
引
用
は
類
書
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
唐
代
に
成
っ
た
『
白
氏
六
帖
事
類
集
』（
以
下
、『
白
氏
六
帖
』）

三
十
巻
と
、
北
斉
に
成
っ
た
『
修
文
殿
御
覧
』
三
百
六
十
巻
と
が
併
用
さ
れ
た
と
の
結
論
に
い
た
っ
た
。
後
者
は
平
基
親
『
往

生
要
集
外
典
抄
』で
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（
別
稿
二
参
照
）。
基
親
と
顕
昭
と
は
と
も
に
守
覚
サ
ロ
ン
の
一
員
で
あ
り
、

ま
た
二
人
と
も
『
修
文
殿
御
覧
』
の
ご
と
き
稀
覯
の
書
を
蔵
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
両
者
が
手
に
し
た
『
修
文
殿
御
覧
』

は
守
覚
の
蔵
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
白
氏
六
帖
』
も
守
覚
の
蔵
書
だ
っ
た
可
能
性
が
小
さ
く
な
い
。

『
袖
中
抄
』
の
テ
キ
ス
ト
は
別
稿
一
と
同
じ
く
、
川
村
晃
生
（
校
注
）『
袖
中
抄
』（「
歌
論
歌
学
集
成
」
第
四
・
五
巻
、
三
弥
井

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
以
下
、
歌
論
歌
学
集
成
本
）
に
よ
り
、
橋
本
不
美
男
・
後
藤
祥
子
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』（
笠
間
書
院
、

一
九
八
五
年
。
以
下
、
橋
本
・
後
藤
校
本
）
を
参
照
し
た
。
歌
論
歌
学
集
成
本
は
詳
細
な
頭
注
・
補
注
を
そ
な
え
、
橋
本
・
後

藤
校
本
は
頭
注
・
校
異
の
ほ
か
書
名
索
引
を
そ
な
え
る
。

一　
『
白
氏
六
帖
』
の
利
用

本
章
で
は
『
白
氏
六
帖
』
の
利
用
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ま
ず
『
白
氏
六
帖
』
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
同
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
解
決
の
問
題
が
少
な
く

な
い
。
撰
者
に
し
て
も
、
ひ
さ
し
く
白
居
易
の
自
撰
と
さ
れ
て
き
た
が
近
年
、
陳

が
白
氏
歿
後
勅
輯
説
を
提
起
し
な
お
論
争

が
続
い
て
い
る
。
ま
た
唐
代
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
同
書
の
増
補
の
経
緯
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
と
く
に
原
撰
本
に
な
か
っ
た

と
推
さ
れ
る
各
条
文
の
典
拠
の
記
載
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
加
わ
っ
た
の
か
。
刊
本
化
以
降
の
増
補
の
大
局
は
柳
川
順
子
に
よ

り
か
な
り
解
明
さ
れ
た
も
の
の
、
唐
鈔
本
が
伝
存
し
な
い
た
め
刊
本
化
以
前
の
増
補
の
経
緯
は
直
截
に
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い

（
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）
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（
こ
の
点
、
後
段
で
再
説
す
る
）。
都
合
六
種
伝
存
す
る
宋
刊
本
間
に
も
微
妙
な
文
章
の
相
違
が
あ
り
、
出
典
調
べ
に
は
諸
本
を

比
較
し
た
う
え
で
結
論
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
だ
結
果
と
し
て
小
論
の
論
旨
に
か
か
わ
る
異
同
は
な
か
っ
た
。
小
論
で
は

便
宜
、
最
早
の
テ
キ
ス
ト
た
る
ａ
本
か
ら
引
用
し
た
。
同
本
は
、『
白
氏
六
帖
』
初
の
印
行
と
さ
れ
る
毋
昭
裔
家
刻
本
の
翻
刻
と

推
さ
れ
る
。『
白
氏
六
帖
』初
伝
の
時
期
は
詳
ら
か
で
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
承
平
年
間（
九
三
一
〜
九
三
八
）に
成
っ
た
源
順『
倭

名
類
聚
抄
』
の
序
文
に
「
三
十
巻
白
氏
事
類
」
と
あ
る
の
が
、
舶
載
の
最
早
の
徴
証
で
あ
る
。『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
九
世

紀
末
成
）
に
著
録
が
な
い
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
い
ち
お
う
十
世
紀
初
頭
前
後
の
初
伝
と
い
う
推
定
が
成
り
た
つ
。

さ
て
『
袖
中
抄
』
に
も
ど
ろ
う
。
橋
本
・
後
藤
校
本
の
書
名
索
引
を
検
す
れ
ば
、「
を
ろ
の
は
つ
を
に
か
が
み
か
け
」
の
注
解

末
尾
で
「
六
帖
」
が
引
か
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
。

①  

又
此
や
ま
ど
り
の
鏡
は
、
鸞
鏡
と
い
ふ
事
に
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
し
。
六
帖
云
、

賓
王
獲
一
のマ
マ

鸞
懸
鏡
以
照
之
、
鸞
覩
其
影
、

乃
鳴
而
舞
云
々
。 

（
巻
十
二
、
歌
論
歌
学
集
成
本
五
五
頁
）

こ
の
「
六
帖
」
は
『
白
氏
六
帖
』
で
あ
る
。
川
村
注
も
典
拠
に
『
白
氏
六
帖
』
を
引
く
が
、
そ
の
巻
二
十
九
、
鸞
を
擬
す
る
の
は

適
当
で
な
い
。
念
の
た
め
『
袖
中
抄
』
と
の
一
致
部
分
に
傍
線
を
く
わ
え
て
再
引
す
る
。〈　

〉
内
は
双
行
注
、
以
下
お
な
じ
。

①’  

置
獲
〈
異
苑
曰
、

賓
国
王
置
得
一
鸞
、
欲
其
鳴
不
可
致
、
飾
金
繁
饗
珍
羞
対
之
、
愈
慼
三
年
不
鳴
、
夫
人
曰
、
常
聞
鸞

見
類
則
鳴
、
乃
懸
鏡
照
之
、
鸞
覩
影
悲
鳴
、
中
宵
一
奮
而
絶
〉。 

（『
白
氏
六
帖
』
巻
二
十
九
、
鸞
）

『
異
苑
』
は
劉
宋
の
劉
敬
叔
撰
、
該
話
は
そ
の
巻
三
に
見
え
る
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
①
の
際
だ
っ
た
節
略
ぶ
り
が
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
『
白
氏
六
帖
』
巻
四
、
鏡
の
一
条
を
引
く
。

①’’
鸞
舞
〈

賓
王
獲
一
鸞
、
懸
鏡
以
照
之
、
鸞
覩
影
、
乃
悲
鳴
而
舞
〉。（『
白
氏
六
帖
』
巻
四
、
鏡
）

首
尾
ほ
ぼ
全
同
で
あ
り
、
①
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。
①
が
「
異
苑
云
」
で
は
な
く
「
六
帖
云
」
と
あ
る
の
も
『
白

（
7
）
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氏
六
帖
』
に
出
典
が
未
記
載
で
あ
っ
た
ゆ
え
と
判
明
す
る
。
顕
昭
が
「
鏡
」
の
類
目
か
ら
引
用
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
施

注
す
べ
き
歌
語
が
「
を
ろ
の
は
つ
を
に
かヽ
ヽ

ヽ
が
み
か
け
」
な
の
だ
し
、
①
に
「
や
ま
ど
り
の
鏡ヽ
」
云
々
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
顕
昭

が
捜
文
の
た
め
類
書
の
ど
の
類
目
を
ま
ず
見
た
か
、
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
か
れ
が
手
に
し
た
類
書
は
『
白
氏
六
帖
』
だ
っ

た
が
、「
鏡
」
と
い
う
類
目
名
を
手
掛
か
り
に
効
率
的
に
①’’
を
見
出
し
た
は
ず
だ
。
類
書
の
効
用
は
こ
こ
に
あ
る
。

顕
昭
が
挙
名
の
う
え
類
書
を
引
く
の
は
該
条
の
み
の
よ
う
だ
。
む
ろ
ん
利
用
さ
れ
た
類
書
が
『
白
氏
六
帖
』
だ
け
と
は
限
ら
な

い
し
、『
白
氏
六
帖
』
の
利
用
も
①
だ
け
と
は
考
え
に
く
い
。
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
ず
る
と
し
て
、
後
者
に
つ
い

て
『
白
氏
六
帖
』
の
鏡
類
利
用
の
証
左
を
得
た
い
ま
、「
鏡
」
に
ち
な
む
歌
語
の
注
記
で
『
白
氏
六
帖
』
鏡
類
利
用
の
徴
証
を
追

加
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
「
を
ろ
の
は
つ
を
に
か
が
み
か
け
」
の
章
に
『
異
苑
』
の
文
章
が
引
か
れ
て
い
る
。

②  

影
見
る
時
ね
を
鳴
く
心
は
、
異
苑
曰
、
山
鶏
愛
其
毛
羽
映
水
則
舞
、
魏
武
帝
時
南
方
献
之
、
公
子
蒼
舒
令
人
取
大
鏡
著
其
前
、

山
鶏
鑒
形
而
舞
不ヽ
止ヽ
。　
　
　
　

 

（
巻
十
二
、
歌
論
歌
学
集
成
本
五
二
頁
）

『
異
苑
』
巻
三
に
見
え
る
話
柄
だ
が
、
原
典
か
ら
直
接
引
用
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
鏡
に
関
す
る
話
だ
か
ら
『
白
氏
六
帖
』

の
鏡
類
を
閲
す
れ
ば
、
予
想
に
た
が
わ
ず
酷
似
す
る
文
章
が
見
つ
か
る
。

②’  

山
雞
舞
〈
異
苑
曰
、
山
鶏
愛
其
毛
羽
映
水
則
舞
、
魏
武
帝
時
南
方
進
之
、
公
子
蒼
舒
以
大
鏡
著
其
前
、
雞
鑒
形
而
舞
之
、

遂ヽ
ヽ

ヽ
乏
死
〉。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（『
白
氏
六
帖
』
巻
四
、
鏡
）

両
者
は
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、
末
尾
に
小
異
が
あ
る
。『
白
氏
六
帖
』
の
宋
刊
本
で
巻
四
を
ふ
く
む
の
は
ａ
本
・
ｂ
本
・
ｃ
本
・
ｆ
本

で
あ
る
。
ｆ
本
は
未
見
だ
が
、
ほ
か
の
三
本
と
も
②’
の
ご
と
し
。
こ
の
文
献
的
状
況
は
、
少
な
く
と
も
刊
本
の
『
白
氏
六
帖
』

に
よ
る
限
り
、
②
の
「
不
止
」
の
文
字
は
『
白
氏
六
帖
』
か
ら
引
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
け
れ
ど
も
『
白
氏
六
帖
』

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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の
鏡
類
を
手
に
し
て
①
を
書
い
た
顕
昭
が
、
お
な
じ
鏡
類
の
隣
接
す
る
『
異
苑
』
該
文
を
引
か
な
い
な
ど
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。

だ
い
た
い
「
不
止
」
を
缺
く
②’
で
も
注
の
用
は
足
る
の
だ
し
、
わ
ざ
わ
ざ
別
に
末
尾
だ
け
異
な
る
文
章
を
探
す
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
『
異
苑
』
原
典
を
范
寧
点
校
本
（
古
小
説
叢
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
り
示
そ
う
（
一
五
頁
）。

②’’  
山
鶏
愛
其
毛
羽
映
水
則
舞
、
魏
武
時
南
方
献
之
、
帝
欲
其
鳴
舞
而
無
由
、
公
子
蒼
舒
令
置
大
鏡
其
前
、
鶏
鑒
形
而
舞
、

不ヽ
ヽ

ヽ
知
止
、
遂ヽ
ヽ

ヽ
乏
死
、
韋
仲
将
為
之
賦
其
事
。　
　
　
　
　
　
　

 

（『
異
苑
』
巻
三
）

現
行
の
『
異
苑
』
は
輯
本
で
は
な
く
旧
姿
を
よ
く
保
存
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
②
の
「
不
止
」
は
正
し
く
は
「
不
知
止
」
に
作

る
べ
き
こ
と
、
原
典
で
は
さ
ら
に
「
遂
乏
死
」
と
続
く
こ
と
が
判
明
す
る
。

果
た
し
て
顕
昭
は
何
に
よ
っ
た
の
か
。
わ
た
し
の
結
論
を
い
え
ば
、
唐
鈔
本
に
由
来
す
る
刊
本
化
以
前
の
『
白
氏
六
帖
』
鈔

本
に
よ
っ
た
の
だ
。
そ
う
考
え
る
の
は
、
平
安
後
期
に
行
わ
れ
た
鈔
本
系
の
『
白
氏
六
帖
』
と
そ
の
後
の
刊
本
系
の
同
書
と
の

間
に
断
絶
が
あ
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。『
白
氏
六
帖
』
は
刊
本
以
前
の
鈔
本
が
伝
存
せ
ず
、
鈔
本
系
の
本
文
の
如
何
は
平
安
鎌

倉
の
日
本
の
文
献
に
引
用
さ
れ
た
わ
ず
か
な
例
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
わ
ず
か
な
例
か
ら
も
く
だ
ん
の
断
絶
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
山
崎
誠
が
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
刊
本
の
字
面
と
鈔
本
の
そ
れ
と
が
し
ば
し
ば
一
致
し
な
い
こ
と
が

想
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
刊
本
の
「
不
（
知
）
止
」
の
缺
落
は
、
②
の
『
白
氏
六
帖
』
依
拠
説
の
反
証
に
な
ら
な
い
。
鈔
本
系

の
『
白
氏
六
帖
』
の
鏡
類
に
は
「
不
（
知
）
止
」
を
備
え
た
本
文
が
あ
り
、
顕
昭
は
こ
れ
を
引
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

宋
刊
本
の
字
面
を
盲
信
し
て
い
て
は
結
論
を
誤
る
。

つ
ぎ
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
袖
中
抄
』
は
三
箇
所
に
わ
た
り
『
礼
記
』「
月
令
」
篇
に
言
及
す
る
。

③  

今
云
…
…
此
歌
心
、
も
ず
は
春
若
は
夏
の
始
め
に
は
鳴
か
ず
。
さ
れ
ば
月
令
に
は
五
月
節
に
鵙
始
鳴
と
注
せ
り
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
巻
一
、
歌
論
歌
学
集
成
本
三
一
頁
）

（
15
）
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④  

日
本
紀
に
は
百
舌
鳥
野
と
書
き
て
は
、も
ず
野
と
詠
み
た
り
。
順
和
名
に
も
鵙
と
伯
労
と
百
舌
と
は
同
鳥
な
り
と
見
え
た
り
。

但
月
令
五
月
中マ
マ

第
六
日
鵙
始
鳴
、
第
十
二
日
反
舌
無
声
云
々
。
此
反
舌
は
鴬
な
り
。

 

（
巻
九
、
歌
論
歌
学
集
成
本
二
二
三
頁
）

⑤  
反
舌
を
ば
月
令
に
う
ぐ
ひ
す
と
読
め
り
。　
　
　
　
　
　
　

 

（
巻
九
、
歌
論
歌
学
集
成
本
二
二
三
頁
）

こ
の
う
ち
⑤
は
「
反
舌
」
の
和
名
の
如
何
を
問
う
だ
け
だ
か
ら
検
討
対
象
か
ら
外
す
。
③
は
「
も
ず
の
草
ぐ
き
」
の
項
、④
は
「
も

も
ち
ど
り
」
の
項
の
各
一
節
、
と
も
に
モ
ズ
を
中
心
に
和
漢
の
文
献
に
出
名
す
る
鳥
の
同
定
を
め
ぐ
る
注
解
の
文
章
で
あ
る
。

③
と
④
と
原
典
は
お
な
じ
、『
礼
記
』
月
令
（
注
疏
本
巻
十
六
）
の
経
文
「
小
暑
至
、
螳
蜋
生
、
鵙
始
鳴
、
反
舌
無
声
」
で
あ
る
。

た
だ
顕
昭
の
引
文
と
や
や
ち
が
う
。「
五
月
節
」の
三
字
と「
第
六
日
」「
第
十
二
日
」と
い
う
数
字
と
は
原
典
か
ら
引
け
な
い
。「
月

令
」
は
一
年
十
二
箇
月
の
月
ご
と
の
気
候
と
行
事
と
を
記
載
し
た
書
で
、
中
国
の
歳
時
の
書
と
し
て
は
基
本
的
な
文
献
で
あ
る
。

歌
学
者
で
あ
れ
ば
歳
時
に
は
習
熟
し
て
い
よ
う
か
ら
、
顕
昭
も
そ
れ
な
り
に
「
月
令
」
に
関
す
る
知
識
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
③
④
は
原
典
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
。

こ
れ
の
出
典
は
『
白
氏
六
帖
』
の
つ
ぎ
の
下
り
と
思
わ
れ
る
。

③’

種
日

蜋
生
〈
五
月
節
也
、
後
五
日
、
鵙
始
鳴
、
後
五
日
、
反
舌
無
声
〉。

 

（『
白
氏
六
帖
』
巻
一
、
夏
）

『
白
氏
六
帖
』
は
『
北
堂
書
鈔
』『
初
学
記
』
の
よ
う
に
歳
時
部
を
設
け
て
い
な
い
が
、
そ
の
巻
一
は
事
実
上
の
歳
時
部
に
相
当

す
る
。
冒
頭
の
巻
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
顕
昭
も
知
悉
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
④
に
な
ぜ
「
第
六
日
」「
第
十
二
日
」
の
日
数

が
加
わ
っ
て
い
る
の
か
、
③’
で
二
度
繰
り
か
え
さ
れ
る
「
後
五
日
」
を
勘
定
し
た
の
だ
。「
五
月
中ヽ
」
は
節
気
と
中
気
と
を
誤
っ

た
か
。
た
だ
③’
の
難
点
は
「
月
令
」
と
い
う
典
拠
の
記
載
が
な
い
こ
と
だ
。

（
16
）

（
17
）
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じ
つ
は
も
う
一
条
、出
典
の
候
補
が
あ
る
。『
修
文
殿
御
覧
』
の
夏
類
で
あ
る
。
次
章
で
説
く
よ
う
に
、顕
昭
は
『
修
文
殿
御
覧
』

を
も
参
照
し
て
い
る
と
思
し
い
。『
太
平
御
覧
』
に
か
く
あ
る
。

③’’
又
（
礼
）
曰
…
…

種
之
日
、

蜋
生
、
後
五
日
、
鵙
始
鳴
、
後
五
日
、
反
舌
無
声
。

 

（『
太
平
御
覧
』
巻
二
十
一
、
時
序
部
、
夏
）

『
修
文
殿
御
覧
』
と
『
太
平
御
覧
』
と
の
関
係
は
後
述
す
る
が
、
③’’
は
『
修
文
殿
御
覧
』
の
夏
類
か
ら
の
流
用
と
推
さ
れ
る
。
③’’

に
よ
れ
ば
典
拠
が
『
礼
記
』
と
分
か
る
が
「
月
令
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
く
わ
え
て
③’’
に
は
「
五
月
節
」
の
文
字
が
な
い
。

二
十
四
節
気
の
知
識
が
あ
れ
ば
「

種
之
日
」
を
「
五
月
節
」
に
変
換
可
能
だ
。
し
か
し
顕
昭
に
わ
ざ
わ
ざ
変
換
す
る
動
機
が

な
く
、「

種
之
日
」
の
ま
ま
で
不
足
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
は
『
修
文
殿
御
覧
』
か
ら
の
引
用
と
は
考
え
に
く
い
。

わ
た
し
は
や
は
り
③
④
の
記
述
は
③’
を
参
照
し
た
と
考
え
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
刊
本
化
以
前
の
『
白
氏
六
帖
』
の
旧
姿
は

資
料
の
制
約
も
あ
っ
て
十
分
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
典
拠
の
記
載
の
な
か
っ
た
原
撰
本
を
増
補
す
る
過
程
で
典
拠
の
追
記

が
あ
っ
た
、
そ
れ
も
刊
本
以
前
の
段
階
で
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
鈔
本
と
刊
本
と
の
断
絶
を
も
勘
案
す
れ
ば
、

顕
昭
が
披
見
し
た
『
白
氏
六
帖
』
鈔
本
の
③’
に
は
「
月
令
」
の
文
字
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
章
の
最
後
に
、
顕
昭
の
類
書
の
利
用
法
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
き
た
い
。
わ
た
し
は
②
の
出
典
を
『
白
氏
六
帖
』
の
鏡

類
（
②’
）
に
擬
し
た
。
じ
つ
は
『
修
文
殿
御
覧
』
の
雞
類
に
も
『
異
苑
』
当
該
条
が
収
載
さ
れ
て
い
た
と
推
さ
れ
る
。『
太
平
御
覧
』

に
か
く
あ
る
。

②’’’  

異
苑
曰
、
山
雞
愛
其
毛
羽
映
水
則
舞
、
魏
武
時
南
方
献
之
、
帝
欲
其
鳴
舞
而
無
由
、
公
子
蒼
舒
令
人
取
大
鏡
著
其
前
、
雞

鑑
形
而
舞
、
不ヽ
ヽ

ヽ
知
止
、
遂
至
死
、
韋
仲
将
為
之
賦
其
美
。 

（『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
十
八
、
羽
族
部
、
雞
）

②’’’
は
不
要
な
「
帝
欲
其
鳴
舞
而
無
由
」
を
含
む
の
で
出
典
候
補
か
ら
排
し
た
の
だ
が
、
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
雞
類
に
箇

（
18
）

（
19
）
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条
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
こ
こ
で
②
と
と
も
に
①
の
施
注
対
象
の
歌
語
「
を
ろ
の
は
つ
を
に
か
が
み
か
け
」
が
鏡
に
ち
な
む
語

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。『
修
文
殿
御
覧
』
を
利
用
す
る
場
合
も
、
鏡
に
ち
な
む
歌
語
の
注
解
に
は
同
書
の
鏡
類
を
、
ト

リ
に
ち
な
む
歌
語
の
注
解
に
は
ト
リ
類
を
参
照
し
て
い
る
よ
う
だ
。
果
た
し
て
、
施
注
す
べ
き
歌
語
と
類
書
の
類
目
と
の
一
致

が
見
え
て
く
る
。
顕
昭
は
『
修
文
殿
御
覧
』
の
雞
類
を
手
に
し
て
い
る
（
後
述
の
⑦
な
ど
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
②
を
書
く
た
め

に
同
書
の
雞
類
（
つ
ま
り
②’’’
）
か
ら
引
い
て
い
な
い
の
は
、
施
注
対
象
が
鏡
に
関
す
る
歌
語
だ
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
①
に
し

て
も
①’
と
①’’
と
は
同
じ
話
柄
な
の
だ
か
ら
、『
白
氏
六
帖
』
の
鸞
類
か
ら
引
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
歌
語
が
鏡
が
ら

み
だ
か
ら
顕
昭
は
鏡
類
を
優
先
し
て
手
に
し
た
の
だ
。
顕
昭
に
し
て
み
れ
ば
捜
文
の
最
大
の
手
掛
か
り
は
類
目
名
な
の
だ
か
ら
、

か
れ
の
類
書
の
引
き
方
は
考
え
て
み
れ
ば
常
識
的
で
あ
る
。

二　
『
修
文
殿
御
覧
』
の
利
用

本
章
で
は
『
修
文
殿
御
覧
』
の
利
用
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ま
ず
『
修
文
殿
御
覧
』
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
北
斉
の
武
平
三
年
（
五
七
二
）
に
成
っ
た
類
書
で
、
日
本
で
は

奈
良
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
諸
書
に
引
載
さ
れ
た
。
同
書
は
す
で
に
散
佚
し
て
い
る
。
し
か
し
現
存
す
る
北
宋
の
類
書
『
太

平
御
覧
』
が
編
纂
さ
れ
る
さ
い
藍
本
と
し
て
流
用
さ
れ
、『
修
文
殿
御
覧
』
の
中
身
は
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
『
太
平
御
覧
』
中
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
太
平
御
覧
』
は
『
修
文
殿
御
覧
』
の
分
類
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、た
と
え
ば
『
修

文
殿
御
覧
』
の
鏡
類
の
各
条
文
は
ま
と
ま
っ
て
『
太
平
御
覧
』
鏡
類
に
移
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。
顕
昭
が
利
用
し
た
の
が
『
修
文
殿
御
覧
』
で
は
な
く
『
太
平
御
覧
』
だ
っ
た
可
能
性
の
有

無
を
で
あ
る
。『
太
平
御
覧
』
は
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
に
平
清
盛
に
よ
る
入
手
が
日
本
初
伝
と
さ
れ
る
。
時
間
的
に
は
顕
昭

（
20
）

（
21
）
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は
『
太
平
御
覧
』
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
太
平
御
覧
』
と
『
修
文
殿
御
覧
』
と
は
共
通
の
条
文
が
多
い
の
だ
か
ら
、『
太

平
御
覧
』
と
の
一
致
は
『
太
平
御
覧
』
利
用
の
徴
証
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
袖
中
抄
』
の
成
立
が
文
治
年
間
（
一
一
八
五

〜
一
一
八
九
）
ご
ろ
と
さ
れ
、『
太
平
御
覧
』
の
初
伝
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
な
い
。
さ
す
が
の
守
覚
も
『
太
平
御
覧
』
は
所
蔵
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
詳
細
は
別
稿
二
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
顕
昭
と
お
な
じ
く
守
覚
サ
ロ
ン
の
一
員
で
あ
っ
た
人

物
に
平
基
親
（
一
一
五
一
〜
？
）
が
い
る
。
そ
の
著
『
往
生
要
集
外
典
抄
』
一
巻
は
、
源
信
『
往
生
要
集
』
の
漢
籍
に
典
拠
す

る
語
句
を
二
十
九
条
え
ら
び
出
典
を
探
索
し
た
書
で
あ
る
。
多
種
の
漢
籍
を
引
く
う
ち
に
『
修
文
殿
御
覧
』
の
引
用
が
見
え
る
。

基
親
の
家
蔵
本
と
は
考
え
に
く
く
、
仁
和
寺
宝
蔵
つ
ま
り
守
覚
の
蔵
書
で
あ
ろ
う
と
は
先
行
研
究
も
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま

り
守
覚
の
『
修
文
殿
御
覧
』
所
蔵
は
状
況
証
拠
だ
が
、
い
ち
お
う
の
徴
証
は
あ
る
。
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、『
袖
中
抄
』
に
『
太

平
御
覧
』
と
一
致
す
る
引
用
文
を
見
つ
け
た
ら
、
ま
ず
『
修
文
殿
御
覧
』
か
ら
の
引
用
を
想
定
す
べ
き
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
特

段
の
証
拠
が
な
い
限
り
『
太
平
御
覧
』
か
ら
の
引
用
は
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
て
『
袖
中
抄
』
に
も
ど
ろ
う
。
そ
の
「
の
も
り
の
か
が
み
」
条
に
「
載
記
」
と
『
西
京
雑
記
』
と
が
引
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
典
拠
を
検
討
し
よ
う
。

⑥  

私
考
云
、
載
記
曰
、
秦
始
皇
帝
即
三
年
夜
有
鬼
而
与
一
鏡
也
。
径
三
尺
也
。
有
病
人
以
鏡
察
病
人
之
膓
、
六
府
五
蔵
皆
見
、

知
病
所
在
也
、
始
皇
崩
後
鏡
忽
然
亡
也
。
又
西
京
雑
記
云
、
高
祖
初
入
咸
陽
宮
、
周
行
府
庫
、
有
方
鏡
、
四
尺
九
寸
、
表

裏
有
明
、
人
来
照
之
、
影
倒
見
、
以
手
掩
心
而
来
、
即
膓
〔
月
＋
胃
〕
五
蔵
歴
然
無
礙
、
人
有
病
則
掩
心
而
照
之
、
良
知

病
所
在
、
又
女
子
邪
心
則
膽
張
心
動
、
秦
始
皇
帝
以
照
宮
人
膽
云
々
。
今
案
、
両
説
相
違
、
載
記
鏡
与
始
皇
、
並
亡
了
、

雑
記
高
祖
入
咸
陽
見
鏡
云
々
。
又
鬼
の
帝
に
奉
る
こ
と
は
同
け
れ
ど
、
事
の
次
第
は
確
か
な
ら
ず
。

 

（
巻
十
八
、
歌
論
歌
学
集
成
本
一
九
六
〜
一
九
七
頁
）

（
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『
西
京
雑
記
』
か
ら
考
え
る
。『
西
京
雑
記
』
は
一
説
に
は
前
漢
の
劉
歆
撰
と
い
わ
れ
、
早
く
に
散
佚
し
現
行
本
は
西
晋
の
葛
洪

が
編
ん
だ
輯
本
で
あ
る
。
該
話
は
現
行
本
の
巻
三
に
見
え
る
。
原
典
は
も
っ
と
長
文
で
、
⑥
は
「
周
行
府
庫
」
と
「
有
方
鏡
」

と
の
間
を
大
胆
に
節
略
し
て
い
る
。『
白
氏
六
帖
』
の
鏡
類
か
ら
の
転
引
と
予
想
し
て
探
索
す
る
と
つ
ぎ
の
二
条
が
見
つ
か
る
。

⑥’  
秦
鏡
〈
西
京
雑
記
曰
、
秦
始
皇
有
方
鏡
、
照
見
心
膽
、
女
子
有
邪
心
者
即
膽
張
心
動
、
有
然
者
始
皇
輒
殺
之
〉
…
…
表
裏

明
〈
西
京
雑
記
曰
、
高
祖
入
咸
陽
宮
、
得
方
鏡
広
四
尺
九
寸
、
表
裏
有
明
、
人
来
照
之
、
影
則
倒
見
、
以
手
掩
心
而
見
、

膓
胃
五
蔵
歴
然
無
礙
〉。 

（『
白
氏
六
帖
』
巻
四
、
鏡
）

た
し
か
に
一
致
部
分
は
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
原
典
に
あ
っ
た
「
人
有
病
則
掩
心
而
照
之
、
良
知
病
所
在
」
と
「
秦
始
皇
帝
以

照
宮
人
膽
」
の
下
り
（
と
も
に
二
重
線
部
分
）
と
が
『
白
氏
六
帖
』
で
は
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
て
い
る
。
ま
た
文
章
の
つ
づ
き
の

具
合
が
⑥
と
⑥’
と
で
は
異
な
る
。
こ
れ
で
は
『
白
氏
六
帖
』
か
ら
⑥
の
『
西
京
雑
記
』
を
引
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
わ
た
し
に

は
⑥’
で
十
分
注
釈
の
用
は
足
る
と
思
う
の
だ
が
。「
載
記
」
に
つ
い
て
は
、
川
村
注
と
橋
本
・
後
藤
注
と
が
典
拠
未
詳
と
す
る
よ

う
に
、
同
文
は
『
白
氏
六
帖
』
の
み
な
ら
ず
現
存
漢
籍
中
に
見
出
せ
な
い
。「
載
記
」
と
は
正
統
で
な
い
王
朝
の
歴
史
を
記
し
た

も
の
だ
が
（『
史
通
』
巻
四
、
題
目
）、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
書
に
始
皇
帝
の
鏡
の
故
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
こ

の
「
載
記
」
な
る
書
が
何
な
の
か
さ
え
分
か
ら
な
い
。

⑥
の
『
西
京
雑
記
』
の
ほ
ぼ
同
文
は
『
修
文
殿
御
覧
』
鏡
類
に
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

⑥’’  

西
京
雑
記
曰
、
高
祖
初
入
咸
陽
宮
、
周
行
府
庫
、
有
方
鏡
九
寸
表
裏
明
、
人
直
来
照
之
、
影
則
倒
見
、
以
手
掩
心
而
来
、

即
腸
胃
五
蔵
歴
然
無
礙
、
人
有
病
在
内
、
則
掩
心
而
照
之
、
即
知
病
之
所
在
、
女
子
有
邪
心
、
則
膽
張
心
動
、
秦
始
皇
帝

以
照
宮
人
膽
張
心
動
者
、
則
殺
之
。 

（『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
十
七
、
服
用
部
、
鏡
）

⑥’
に
缺
け
て
い
た
「
人
有
病
則
掩
心
而
照
之
、
良
知
病
所
在
」
と
「
秦
始
皇
帝
以
照
宮
人
膽
」
と
の
下
り
も
揃
う
う
え
、
⑥’
の

（
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）
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ご
と
く
文
章
が
分
断
さ
れ
て
い
な
い
。
⑥
の
典
拠
不
明
の
「
載
記
」
も
『
修
文
殿
御
覧
』
鏡
類
に
は
収
録
さ
れ
て
お
り
、『
太
平

御
覧
』
編
纂
時
に
削
除
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
い
ち
お
う
説
明
は
可
能
だ
。

つ
い
で
『
袖
中
抄
』
巻
二
の
「
と
り
が
な
く
あ
づ
ま
」
条
に
『
玄
中
記
』
が
引
か
れ
る
。

⑦  
玄
中
記
云
、
東
南
にマ
マ

有
桃
都
、
山
上
にマ
マ

有
大
樹
、
名
曰
桃
都
、
枝
相
去
三
千
里
、
上
にマ
マ

有
天
鶏
、
日
初
出
照
此
樹
鶏
即
鳴
、

天
下
鶏
皆
随
之
鳴
。 

（
巻
二
、
歌
論
歌
学
集
成
本
四
六
頁
）

『
玄
中
記
』
は
郭
氏
撰
と
も
い
わ
れ
現
行
本
は
輯
本
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
修
文
殿
御
覧
』
雞
類
か
ら
の
孫
引
き
だ
ろ
う
。『
太
平

御
覧
』
所
引
の
『
玄
中
記
』
を
見
よ
う
。

⑦’  

玄
中
記
曰
、
東
南
有
桃
都
、
山
上
有
大
樹
、
名
曰
桃
都
、
枝
相
去
三
千
里
、
上
有
天
雞
、
日
初
出
照
此
木
天
雞
即
鳴
、
天

下
雞
皆
随
之
鳴
。　
　
　
　
　

 

（『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
十
八
、
羽
族
部
、
雞
）

首
尾
ほ
ぼ
全
同
で
あ
る
。
ほ
か
に
適
当
な
出
典
も
見
あ
た
ら
な
い
。

最
後
に
『
袖
中
抄
』
巻
六
の
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
条
の
つ
ぎ
の
引
用
の
出
典
を
検
討
す
る
。

⑧  

博
物
志
云
、
以
器
養
之
、
食
以
朱
砂
体
悉
赤
、
重
七
斤
、
擣
万
杵
以
点
女
人
体
、
終
身
不
滅
、
婬
則
点
滅
、
故
云
守
宮
、

漢
武
試
之
験
也
。 

（
巻
六
、
歌
論
歌
学
集
成
本
一
六
四
頁
）

イ
モ
リ
を
守
宮
と
称
す
る
理
由
を
解
説
す
る
く
だ
り
で
、
西
晋
の
張
華
『
博
物
志
』
を
引
い
て
い
る
。
現
行
の
『
博
物
志
』
は

後
世
の
輯
補
と
も
い
わ
れ
る
が
、
い
ま
范
寧
『
博
物
志
校
証
』（
古
小
説
叢
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
顕
昭

が
引
い
た
の
条
文
は
巻
四
の
つ
ぎ
の
第
一
七
六
条
で
あ
る
。

⑧’  

蜥
蜴
或

蜓
、
以
器
養
之
、
以
朱
砂
、
体
尽
赤
、
所
食
満
七
斤
、
治
擣
万
杵
、
点
女
人
支
体
、
終
年
不
滅
、
唯
房
室
事
則
滅
、

故
号
守
宮
。
伝
云
、
東
方
朔
語
漢
武
帝
、
試
之
有
験
。 

（『
博
物
志
』
巻
四
）

（
24
）（
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 13 『袖中抄』と類書

む
ろ
ん『
博
物
志
』か
ら
直
接
引
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
范
寧
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、該
条
は『
太
平
御
覧
』に
見
え
る
。『
修

文
殿
御
覧
』
か
ら
の
流
用
で
あ
ろ
う
。

⑧’’  
博
物
志
曰
、
蜥
蜴
或

蜓
、
以
器
養
之
、
食
以
朱
砂
躰
尽
赤
、
所
食
蒲
七
斤
、
擣
万
杵
以
点
女
人
支
躰
、
終
身
不
滅
、
故

号
曰
守
宮
。 

（『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
四
十
六
、
虫
豸
部
、
守
宮
）

該
条
の
ほ
か
に
適
当
な
出
典
も
見
あ
た
ら
な
い
。
⑧’’
に
⑧
の
「
婬
則
点
滅
」「
漢
武
試
之
験
也
」
が
缺
け
て
い
る
が
、『
修
文
殿

御
覧
』
に
は
完
備
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
⑥
⑦
⑧
の
出
典
が
『
修
文
殿
御
覧
』
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
て
き
た
。
と
く
に
⑦
⑧
の
出
典
は
同
書
の
蓋
然
性
が
た

か
い
。
⑥
「
の
も
り
の
かヽ
ヽ

ヽ
が
み
」
条
に
『
修
文
殿
御
覧
』
の
鏡
類
、
⑦
「
とヽ
りヽ
が
な
く
あ
づ
ま
」
条
に
雞
類
、
⑧
「
ゐヽ
ヽ

ヽ
も
り
の

し
る
し
」
条
に
守
宮
類
の
各
収
載
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
偶
然
で
は
な
い
。
顕
昭
は
各
類
目
を
と
く

に
選
ん
で
相
応
し
い
文
章
を
捜
索
し
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
つ
の
章
に
わ
た
っ
て
、『
袖
中
抄
』
の
撰
述
に
『
白
氏
六
帖
』
と
『
修
文
殿
御
覧
』
と
が
併
用
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
冒

頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
の
関
心
は
守
覚
の
蔵
し
た
漢
籍
に
あ
る
。
小
論
の
考
証
が
是
認
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
の
問
題
を

考
え
よ
う
。

顕
昭
が
利
用
し
た
両
類
書
は
だ
れ
の
蔵
書
だ
っ
た
か
。
顕
昭
は
「
相
当
程
度
ま
と
ま
っ
た
量
」
の
文
書
類
を
家
蔵
し
て
い
た

ら
し
い
が
、漢
籍
と
な
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
は
所
蔵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

い
わ
ん
や
『
白
氏
六
帖
』
と
『
修
文
殿
御
覧
』
と
を
家
蔵
し
て
い
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
だ
れ
の
蔵
書
を
利
用

（
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し
た
の
か
。
候
補
は
二
者
、
六
条
藤
家
と
守
覚
と
で
あ
る
。

六
条
藤
家
の
初
代
、
顕
季
は
院
の
近
臣
筆
頭
と
し
て
権
勢
を
ふ
る
い
、
西
国
の
豊
か
な
国
の
受
領
を
歴
任
し
、
摂
関
家
に
匹

敵
す
る
財
力
と
権
力
と
を
ほ
こ
っ
た
。
む
ろ
ん
豊
富
な
蔵
書
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
う
ち
に
相
当
の
漢
籍
が
含
ま
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
顕
季
の
漢
籍
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
六
条
藤
家
に
ど
れ
ほ
ど
継
承
さ
れ
た
か
。
二
代
の
顕
輔
は
和
歌
関
聯
の
書
籍

は
多
く
相
続
し
た
だ
ろ
う
が
、
顕
輔
が
三
男
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
漢
籍
は
一
部
を
相
続
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
の
ち
六
条
藤
家
は
和
歌
の
家
に
特
化
し
権
勢
財
力
と
も
顕
季
当
時
に
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
、
顕
輔
以
降

の
漢
籍
の
蒐
集
を
お
お
き
く
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
三
代
の
清
輔
が
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
に
歿
し
、
義
弟
の
顕
昭

は
六
条
藤
家
の
中
枢
と
し
て
同
家
の
蔵
書
を
そ
れ
な
り
に
駆
使
し
う
る
立
場
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
ど
れ
ほ
ど
の
漢
籍
を
利
用
し

え
た
か
。
わ
た
し
は
『
修
文
殿
御
覧
』
と
『
白
氏
六
帖
』
と
を
蔵
す
る
ほ
ど
充
実
し
た
漢
籍
の
収
蔵
が
六
条
藤
家
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
の
で
あ
る
。

残
る
は
当
時
有
数
の
文
庫
で
あ
っ
た
ろ
う
守
覚
の
経
蔵
で
あ
る
。
顕
昭
の
周
囲
で
両
類
書
と
く
に
『
修
文
殿
御
覧
』
を
蔵
し

得
る
人
物
は
守
覚
以
外
に
考
え
に
く
い
。
上
述
の
よ
う
に
、
平
基
親
『
往
生
要
集
外
典
抄
』
の
『
修
文
殿
御
覧
』
引
用
を
も
勘

案
す
れ
ば
、
顕
昭
が
手
に
し
た
『
修
文
殿
御
覧
』
そ
し
て
『
白
氏
六
帖
』
が
守
覚
の
蔵
書
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
た
か
い
。

紙
宏
行
が
、
顕
昭
歌
学
の
飛
躍
の
契
機
を
仁
和
寺
へ
の
移
住
に
も
と
め
て
い
る
。
守
覚
サ
ロ
ン
に
お
け
る
学
問
的
な
環
境
が
顕

昭
の
歌
学
に
有
形
無
形
の
刺
激
を
あ
た
え
た
と
い
う
の
だ
。
守
覚
の
蔵
書
は
く
だ
ん
の
環
境
の
重
大
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
顕

昭
歌
学
の
進
展
に
守
覚
の
蔵
書
が
貢
献
し
た
と
説
く
紙
説
は
合
理
的
推
論
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
守
覚
か
ら
蔵
書
の
利
用
を
許

さ
れ
た
顕
昭
が
、仁
和
寺
宝
蔵
の
『
修
文
殿
御
覧
』『
白
氏
六
帖
』
の
閲
覧
を
乞
わ
な
い
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
新
渡
の
『
経

史
証
類
大
観
本
草
』
さ
え
利
用
を
許
し
た
だ
ろ
う
守
覚
が
、
こ
の
申
し
出
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
考
え
に
く
い
。
し
ょ
せ
ん
状
況

（
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証
拠
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
蓋
然
性
は
た
か
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、『
袖
中
抄
』
の
成
っ
た
十
二
世
紀
末
は
、
中
国
で
は
南
宋
が
成
立
し
て
約
六
十
年
が
過
ぎ
た
こ
ろ
に
あ
た
る
。
南
宋
で

は
江
南
の
豊
か
な
経
済
を
背
景
に
印
刷
出
版
が
拡
大
し
た
。
別
稿
一
で
論
じ
た
守
覚
の
『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
所
蔵
は
、
南

宋
出
版
文
化
の
日
本
へ
の
流
入
を
意
味
し
よ
う
。『
白
氏
六
帖
』
も
南
宋
で
盛
行
し
多
く
の
坊
刻
本
が
出
版
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く

科
挙
の
参
考
書
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
守
覚
が
蔵
し
た
と
推
さ
れ
る
『
白
氏
六
帖
』
が
刊
本
化

以
前
の
鈔
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
二
世
紀
末
に
お
け
る
南
宋
出
版
文
化
の
影
響
が
な
お
限
定
的
で
あ
っ
た
一
証
で
は
な
い
か
。

顕
昭
が『
修
文
殿
御
覧
』を
利
用
し
た
こ
と
も
示
唆
的
だ
。
同
書
は
奈
良
時
代
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
旧
来
の
類
書
で
あ
る
。『
袖

中
抄
』（
お
よ
び
『
往
生
要
集
外
典
抄
』）
が
参
照
し
た
こ
れ
ら
の
漢
籍
か
ら
、
日
本
へ
の
南
宋
出
版
物
の
流
入
は
漸
次
的
で
あ
っ

た
と
い
う
、
は
な
は
だ
常
識
的
な
結
論
を
み
ち
び
け
る
。
巨
視
的
に
見
て
、
十
二
世
紀
末
の
日
本
は
南
宋
か
ら
の
漢
籍
受
容
と

い
う
点
で
な
お
過
渡
的
段
階
に
止
ま
っ
た
と
整
理
で
き
る
。
小
論
が
指
摘
し
た
事
例
は
南
宋
か
ら
漢
籍
が
流
入
す
る
ペ
ー
ス
を

推
定
す
る
う
え
で
様
々
な
示
唆
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　

関
連
す
る
拙
稿
二
篇
あ
り
。
乞
う
ら
く
は
並
看
さ
れ
ん
こ
と
を
。
池
田
昌
広「
袖
中
抄
と
大
観
本
草
」（『
和
漢
比
較
文
学
』第
六
八
号
、

二
〇
二
二
年
。
以
下
、
別
稿
一
）、
同
「『
往
生
要
集
外
典
抄
』
出
典
考

―
『
文
選
』
の
利
用
を
中
心
に
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集　

人
文
科
学
系
列
』
第
五
五
号
、
二
〇
二
二
年
。
以
下
、
別
稿
二
）。

（
2
）　

顕
昭
は
も
と
比
叡
山
に
い
た
が
、
の
ち
仁
和
寺
に
移
住
し
た
。
移
住
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
久
曾
神
昇
『
顕
昭
・
寂
蓮
』（
三
省
堂
、

一
九
四
二
年
）
二
一
頁
が
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
ご
ろ
、
西
澤
誠
人
「
顕
昭
考

―
仁
和
寺
入
寺
を
め
ぐ
っ
て
」（『
和
歌
文
学
研
究
』

第
二
八
号
、
一
九
七
二
年
）
が
寿
永
二
年
か
ら
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
ご
ろ
、
西
村
加
代
子
「
仁
和
寺
移
住
前
後
の
顕
昭
」（『
平
安

後
期
歌
学
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
八
二
年
）
が
寿
永
二
年
七
月
に
は
移
住
ず
み
と
そ
れ
ぞ
れ
推
測
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
説
は
時
期
が
近
接
し
て
い
る
が
、
千
草
聡
「
守
覚
法
親
王
略
年
譜

―
和
歌
活
動
の
面
を
中
心
に
」（『
筑
波
大
学
平
家
部
会

論
集
』
第
三
集
、
一
九
九
二
年
）
は
、
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
に
は
仁
和
寺
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
千
草
説
に
し

た
が
え
ば
顕
昭
は
二
十
代
で
仁
和
寺
に
移
住
し
た
こ
と
に
な
る
。
顕
昭
の
経
歴
は
、
川
上
新
一
郎
「
顕
昭
略
年
譜
」（『
六
条
藤
家
歌
学

の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
。
初
出
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
そ
の
生
年
は
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
ご
ろ
、
歿
年
は
未
詳
な

が
ら
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
の
「
長
尾
社
歌
合
」
出
詠
を
最
後
に
事
蹟
が
知
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
間
も
な
く
歿
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）　

守
覚
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、山
崎
誠
「
真
俗
交
談
記
考

―
仁
和
寺
文
苑
の
一
考
察
」（『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
三
年
。
初
出
一
九
八
一
年
）、
同
「
秘
説
の
興
宴

―
真
俗
交
談
記
・
真
俗
擲
金
記
」（
同
上
書
。
初
出
一
九
八
八
年
）、
西
村
加

代
子
「
仁
和
寺
和
歌
圏
と
顕
昭

―
覚
性
法
親
王
時
代
に
お
け
る
」（
前
掲
『
平
安
後
期
歌
学
の
研
究
』、
初
出
一
九
八
二
年
）、
紙
宏
行

「『
顕
昭
古
今
集
注
』
注
釈
学
の
形
成
（
上
）

―
教
長
注
釈
披
閲
と
仁
和
寺
文
化
圏
」（『
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』

四
五
集
、
二
〇
〇
二
年
）、
五
味
文
彦
「
作
為
の
交
談

―
守
覚
法
親
王
の
書
物
世
界
」（『
書
物
の
中
世
史
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三

年
）
な
ど
参
照
。

（
4
）　

太
田
晶
二
郎
「「
桑
華
書
志
」
所
載
「
古
蹟
歌
書
目
録
」

―
「
今
鏡
」
著
者
問
題
の
一
徴
証
な
ど
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
二

冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
初
出
一
九
五
四
年
）。

（
5
）　

陳

「『
政
事
要
略
』
所
収
の
『
白
居
易
伝
』
を
読
み
解
く
」（『
白
居
易
研
究
年
報
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
新
校
『
白

居
易
伝
』
及
『
白
氏
文
集
』
佚
文
匯
考
」（『
文
学
遺
産
』
二
〇
一
〇
年
第
六
期
）。
陳
説
に
左
袒
す
る
論
考
に
、
大
渕
貴
之
『
唐
代
勅
撰

類
書
初
探
』（
研
文
出
版
、二
〇
一
四
年
）
第
六
・
七
章
、同
「『
白
氏
六
帖
』
の
特
質
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
四
三
号
、二
〇
一
四
年
）、

神
鷹
徳
治
「
解
題
」（
古
典
研
究
会
叢
書
漢
籍
之
部
第
四
十
二
巻
『
白
氏
六
帖
事
類
集
（
三
）』
汲
古
書
院
、二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。『
白

氏
六
帖
』
に
関
す
る
そ
の
ほ
か
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
神
鷹
「
解
題
」
の
「『
白
氏
六
帖
』
関
連
文
献
」
を
参
照
。

（
6
）　

柳
川
順
子
「
北
京
図
書
館
蔵
『
新
雕
白
氏
六
帖
事
類
添
注
出
経
』
残
巻
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
二
六
号
、一
九
九
七
年
）、

同
「『
白
氏
六
帖
』
炭
門
考
」（『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
新
輯
第
三
号
、
一
九
九
七
年
）、
同
「『
白
氏
六
帖
』
礼
部
校
箋
」

（『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
台
湾
国
立
中
央
図
書
館
現
蔵
『
新
雕
白
氏
六
帖
事
類
添
注
出

経
』
に
つ
い
て
」（『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
7
）　

ａ
本
：
陸
心
源
旧
蔵
静
嘉
堂
文
庫
現
蔵
の
北
宋
刊
本
（
避
諱
か
ら
は
仁
宗
朝
刊
本
）。
東
京
の
汲
古
書
院
よ
り
影
印
（
古
典
研
究
会
叢

書
漢
籍
之
部
第
四
十
〜
四
十
二
巻
、
二
〇
〇
八
〜
二
〇
一
二
年
）。
ｂ
本
：
傅
増
湘
旧
蔵
天
理
図
書
館
現
蔵
の
南
宋
前
期
刊
本
（
一
説
に

は
紹
興
刊
本
）。
台
北
の
新
興
書
局
（
一
九
六
九
年
）・
北
京
の
文
物
出
版
社
（
一
九
八
七
年
）・
北
京
の
清
華
大
学
出
版
社
（
二
〇
〇
三
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年
）
よ
り
影
印
。
ｃ
本
：
台
北
の
国
立
中
央
図
書
館
現
蔵
『
新
雕
白
氏
六
帖
事
類
添
注
出
経
』
三
十
巻
（
缺
巻
二
十
九
・
三
十
）、
南
宋

中
期
刊
本
。
わ
た
し
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
の
影
照
本
を
閲
覧
。
ｄ
本
：
北
京
の
中
国
国
家
図
書
館
現
蔵
『
新
雕
白
氏
六

帖
事
類
添
注
出
経
』
残
四
巻
（
存
巻
十
七
〜
巻
二
十
）、
避
諱
か
ら
は
北
宋
仁
宗
朝
刊
本
。
未
見
。
ｅ
本
：
金
沢
文
庫
・
清
原
家
・
崇
蘭

館
逓
旧
蔵
天
理
図
書
館
現
蔵
の
南
宋
前
期
刊
本
残
六
巻
（
存
巻
二
十
二
〜
巻
二
十
七
）。
未
見
。
ｆ
本
：
富
岡
鉄
斎
・
梅
沢
記
念
館
旧
蔵

の
南
宋
寧
宗
朝
ご
ろ
刊
本
残
首
八
巻
。
い
ま
所
在
不
明
。
未
見
。
そ
の
ほ
か
「
新
出
資
料
紹
介

―
『
宋
版
・
白
氏
六
帖
事
類
集
』
残
片
」

（『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
二
八
三
号
、一
九
八
九
年
）
と
し
て
書
影
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
断
簡
が
あ
る
。
こ
れ
は
ｅ
本
と
は
異
版
の
よ
し
。

（
8
）　

毋
昭
裔
は
後
蜀
の
宰
相
、
そ
の
印
刷
事
業
は
九
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
史
事
と
考
え
ら
れ
る
。
毋
昭
裔
刻
書
の

こ
と
は
斯
学
で
は
著
名
で
あ
る
。
李
書
華
「
五
代
時
期
的
印
刷
」（『
大
陸
雑
誌
』
第
二
一
巻
第
三
期
、
一
九
六
〇
年
）
五
〜
六
頁
、
翁

同
文
「
近
人
引
述
毋
昭
裔
刻
書
事
訂
補
」（『
大
陸
雑
誌
』
第
三
七
巻
第
九
期
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
9
）　

山
崎
誠
「
白
氏
六
帖
考
」（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
二
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）
三
四
一
頁
。

（
10
）　
『
白
氏
六
帖
』
は
「
六
帖
」
と
略
称
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
顕
昭
よ
り
七
十
年
ほ
ど
早
生
の
藤
原
敦
光
（
一
〇
六
三
〜
一
一
四
四
）
も
「
六

帖
」
の
称
謂
で
『
白
氏
六
帖
』
を
引
載
し
て
い
る
。
池
田
昌
広
「『
三
教
勘
注
抄
』
と
類
書
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集　

人
文
科
学
系
列
』

第
五
四
号
、
二
〇
二
一
年
）
九
〜
一
〇
頁
。
な
お
橋
本
・
後
藤
校
本
の
書
名
索
引
は
「
白
孔ヽ
六
帖
」
と
立
項
す
る
が
不
可
（
本
文

二
七
一
頁
も
お
な
じ
）、「
白
氏ヽ
六
帖
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
顕
昭
の
こ
ろ
『
白
孔
六
帖
』
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
附
言
し
て
お
け
ば
、

『
孔
氏
六
帖
』
は
孔
伝
な
る
人
物
が
『
白
氏
六
帖
』
を
継
い
で
編
ん
だ
『
六
帖
新
書
』
を
指
し
、
成
立
は
南
宋
の
紹
興
初
年
（
一
一
三
一

ご
ろ
）、
そ
し
て
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）
に
『
孔
氏
六
帖
』
三
十
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
南
宋
末
期
に
『
白
氏
六
帖
』
と

『
孔
氏
六
帖
』
と
を
『
唐
宋
白
孔
六
帖
』
一
百
巻
と
し
て
合
刻
再
編
し
た
の
が
『
白
孔
六
帖
』
で
あ
る
。
阿
部
隆
一
『
増
訂
中
国
訪
書
志
』

（
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
）
二
六
二
頁
、
山
田
英
雄
「
明
刊
本
『
唐
宋
白
孔
六
帖
』「
孔
帖
」
補
遺
」（『
中
京
大
学
教
養
論
叢
』
第

三
一
巻
第
三
号
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
い
ま
『
孔
氏
六
帖
』
は
わ
ず
か
に
台
北
の
故
宮
博
物
院
に
二
十
九
巻
（
巻
十
一
を
缺
く
）、

北
京
の
中
国
国
家
図
書
館
に
巻
十
一
零
本
が
伝
存
す
る
の
み
と
い
う
。
時
間
的
に
は
顕
昭
は『
孔
氏
六
帖
』を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

稀
覯
の
『
孔
氏
六
帖
』
を
わ
た
し
は
見
て
い
な
い
が
、『
白
孔
六
帖
』
を
閲
す
る
に
収
録
内
容
が
『
白
氏
六
帖
』
と
重
複
し
て
は
お
ら
ず

（
そ
も
そ
も
未
収
部
分
を
増
補
し
た
の
だ
か
ら
重
複
す
る
は
ず
は
な
く
）、
顕
昭
の
引
文
が
『
孔
氏
六
帖
』
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。

（
11
）　

類
書
で
は
ほ
か
に
釈
遠
年
『
兼
名
苑
』
が
引
か
れ
る
。
同
書
は
六
朝
末
か
ら
初
唐
の
成
立
と
推
さ
れ
、
す
で
に
散
佚
し
て
い
る
。
出

名
す
る
の
は
三
箇
所

―
歌
論
歌
学
集
成
本
の
巻
一
・
二
四
頁
、巻
六
・
一
六
五
頁
、巻
二
十
・
二
七
二
頁
だ
が
、前
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
『
奥
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義
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
か
ら
の
転
引
、後
者
は
挙
名
の
み
な
の
で
、顕
昭
が
『
兼
名
苑
』
を
利
用
し
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。『
袖
中
抄
』

に
は
も
う
一
箇
所
、
歌
論
歌
学
集
成
本
の
巻
十
九
・
二
四
八
頁
に
「
兼
名
苑
注
云
、

有
胡
越
二
種
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
源
順
『
倭
名

類
聚
抄
』
羽
族
部
、
鳥
名
、
胡

か
ら
の
孫
引
き
と
思
わ
れ
る
。
李
増
傑
・
王
甫
『
兼
名
苑
輯
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）

一
二
二
参
照
。

（
12
）　
『
異
苑
』
該
条
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
八
に
も
引
用
あ
り
。
黒
田
彰
子
『
和
歌
童
蒙
抄
注
解
』（
青
簡
舎
、
二
〇
一
九
年
）
七
五
九
頁
。

た
だ
現
存
本
は
「
山
鶏
鑒
形
而
舞
不
止
」
の
文
字
を
缺
き
、
ま
た
『
異
苑
』
の
原
文
を
一
部
書
き
下
し
て
お
り
、
出
典
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
。
浅
田
徹
に
よ
れ
ば
、
顕
昭
が
利
用
し
た
『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、「
基
本
的
に
流
布
本
祖
本
の
形
の
も
の
」
と
い
う
。

浅
田
「
疑
開
抄
と
和
歌
童
蒙
抄
（
下
）

―
童
蒙
抄
の
流
布
本
と
異
本
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
二
四
号
、
一
九
九
八
年
）

注
（
1
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
②
の
『
異
苑
』
の
文
章
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
か
ら
の
転
引
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
13
）　

川
村
注
は
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
一
、
鳥
部
、
山
鶏
に
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
『
袖
中
抄
』
が
『
藝
文
類
聚
』

を
利
用
し
た
徴
証
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
14
）　

な
お
他
類
書
だ
と
、『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
、
服
飾
部
、
鏡
に
「
異
苑
曰
…
…
不
知
止
、
遂
乏
死
」
と
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
『
袖

中
抄
』
に
『
藝
文
類
聚
』
利
用
の
徴
証
は
な
い
。
な
お
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
十
七
、
服
用
部
、
鏡
と
、『
初
学
記
』
巻
二
十
五
、
器
物

部
、
鏡
と
に
『
異
苑
』
該
文
な
し
。

（
15
）　

山
崎
誠
「
白
氏
六
帖
考
」（
前
掲
）
三
四
六
頁
。

（
16
）　
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
八
か
ら
の
転
引
で
あ
ろ
う
か
。
川
村
注
二
（
二
二
四
頁
）
参
照
。

（
17
）　
「
五
月
節
」
の
文
字
は
、
少
し
前
の
経
文
「
仲
夏
之
月
、
日
在
東
井
、
昏
亢
中
、
旦
危
中
」
へ
の
孔
疏
「
正
義
曰
、
按
三
統
暦
、

五ヽ
ヽ
ヽ

月
節
、
日
在
井
十
六
度
…
…
」
に
見
え
る
。
し
か
し
顕
昭
の
引
文
と
相
違
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
18
）　
『
初
学
記
』
巻
三
、
歳
時
部
、
夏
に
も
『
月
令
』
該
文
を
引
く
が
出
典
に
は
不
可
。

（
19
）　

山
崎
誠
「
白
氏
六
帖
考
」（
前
掲
）
三
四
一
〜
三
四
六
頁
。

（
20
）　
『
太
平
御
覧
』
に
収
斂
す
る
古
類
書
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
森
鹿
三
と
勝
村
哲
也
と
の
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
大
局
が
判
明
し
て

い
る
。
森
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」（『
本
草
学
研
究
』（
財
）
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
六
四
年
）、

勝
村
「
修
文
殿
御
覧
巻
三
百
一
香
部
の
復
元

―
森
鹿
三
氏
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」
を
手
掛
り
と
し
て
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』

第
三
八
号
、
一
九
七
三
年
）、
同
「『
修
文
殿
御
覧
』
新
考
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
三
・
四
号
、
一
九
七
七
年
）、
同
「
修
文
殿
御
覧
天
部
の

復
元
」（
山
田
慶
兒
編
『
中
国
の
科
学
と
科
学
者
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）、
同
「
藝
文
類
聚
の
条
文
構
成
と
六
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朝
目
録
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
報
』〈
京
都
〉
第
六
二
冊
、一
九
九
〇
年
）。
ま
た
『
修
文
殿
御
覧
』
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
、

付
晨
晨
に
よ
る
一
連
の
論
文
が
あ
る
。
付
「『
修
文
殿
御
覧
』
編
纂
再
考

―
南
朝
類
書
の
北
伝
と
北
朝
類
書
の
誕
生
」（『
東
方
学
』
第

一
四
〇
輯
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
21
）　

小
島
小
五
郎
「「
御
覧
」
考
」（『
公
家
文
化
の
研
究
』
育
芳
社
、
一
九
四
二
年
）、
陳

「
平
清
盛
の
開
国
と
『
太
平
御
覧
』
の
渡
来

―
東
ア
ジ
ア
漢
籍
交
流
史
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
宋
漢
籍
交
流
史
の
諸
相

―
文
選
と
史
記
、
そ
し
て
白
氏
文
集
』
大
樟
樹
出
版

社
合
同
会
社
、
二
〇
一
九
年
。
初
出
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
22
）　

山
崎
誠
「
平
基
親
撰
「
往
生
要
集
外
典
鈔
」
考
」（『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
。
初
出
同
書
）
注
18

な
ど
。
真
言
僧
の
兼
意
（
一
〇
七
二
〜
一
一
五
八
以
降
）
は
『
香
要
抄
』『
薬
種
抄
』『
宝
要
抄
』
な
ど
の
自
著
で
『
修
文
殿
御
覧
』
か

ら
多
く
を
引
用
し
て
い
る
。
森
鹿
三
「「
薬
種
抄
」
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
本
草
学
研
究
』。
初
出
一
九
六
〇
年
）
な
ど
、
森
の
一
連
の
兼

意
著
作
に
関
す
る
諸
論
考
を
参
照
。
か
れ
は
仁
和
寺
の
寛
意
に
師
事
し
、
寛
意
が
一
一
〇
一
年
に
歿
し
た
の
ち
高
野
山
に
の
ぼ
り
終
生

こ
こ
に
住
し
た
と
い
う
。
兼
意
の
利
用
し
た『
修
文
殿
御
覧
』が
仁
和
寺
の
蔵
本
だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、東
密
の
大
寺
院
に
は『
修

文
殿
御
覧
』
が
不
全
本
で
あ
っ
た
ろ
う
が
備
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
兼
意
の
弟
子
の
心
覚
は
基
親
の
縁
者
で
あ
り
、

後
白
河
の
信
任
が
厚
く
守
覚
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
醍
醐
寺
の
勝
賢
は
心
覚
と
親
密
な
間
柄
に
あ
っ
た
。

（
23
）　

周
天
游
校
注
『
西
京
雑
記
校
注
』（
新
編
諸
子
集
成
続
編
、
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
二
〜
一
三
三
頁
「
咸
陽
宮
異
宝
」。

（
24
）　
『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
、
服
飾
部
、
鏡
に
『
西
京
雑
記
』
該
条
な
し
。『
初
学
記
』
巻
二
十
五
、
器
物
部
、
鏡
に
該
条
が
あ
る
も
文
字

が
不
足
し
典
拠
に
は
不
可
。

（
25
）　
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
一
、
鳥
部
、
山
鶏
に
も
ほ
ぼ
同
文
あ
り
。『
白
氏
六
帖
』
に
は
未
収
載
。

（
26
）　

西
村
加
代
子
「
顕
昭
の
古
今
伝
授
と
和
歌
文
書
」（
前
掲
『
平
安
後
期
歌
学
の
研
究
』。
初
出
一
九
八
五
年
）
二
九
一
頁
。

（
27
）　

紙
宏
行
「『
顕
昭
古
今
集
注
』
注
釈
学
の
形
成
（
上
）

―
教
長
注
釈
披
閲
と
仁
和
寺
文
化
圏
」（
前
掲
）
八
頁
。

【
附
記
】

本
研
究
は
、
科
研
費
「
基
盤
研
究
（
C
）（
一
般
）」（
課
題
番
号
：18K00302
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




